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1．知財金融促進事業のねらい



「知財金融」とは、

金融機関が中小企業の知財に着目して

事業や経営の支援を行う活動です。

本事業では、この活動を知財ビジネス評価書・
知財ビジネス提案書の提供により、支援いたします。
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知財金融とは



• 知財ビジネス評価書とは、中小企業の経営力の源泉となる技術力やブランド力等の知的財産と事業と
の関係性を評価したレポートです。

• 知財ビジネス提案書は、知財ビジネス評価書に、中小企業の成長に資する提案を加えたレポートです。
• 知財ビジネス評価書・提案書の内容は企業の経営課題や金融機関の支援目的等によって異なりますが、
主な構成はそれぞれ以下のようになっています。

知財ビジネス評価書・提案書とは？

知財ビジネス評価書：中小企業の経営力の源泉となる技術力やブランド力等の知的財産と事業
との関係性を評価したレポート

企業の経営課題や金融機関の支援目的に応じて分析する項目の例

企業の経営課題や金融機関の支援目的によらず共通的に分析が必要な項目（基礎項目）

下準備 企業内の分析 アイディア発見

企業の
概要

企業の
いいところ

良いところを
支える

知財の棚卸

強みと権利
の関係

競合他社の
発見・比較

新事業の
アイディア

強みを企業
で活かす
アイディア

企業・事業全般の分析 知財の分析 強みの活かし方

知財の
保護状況

企業の
概要

技術の
競合他社

比較

事業の

バリュー
チェーン

財務
状況

市場
分析

ブランド
保護状況

強み・
課題の
洗い出し

課題に
応じた

打ち手の
方向性

知財ビジネス提案書：知財ビジネス評価書に、中小企業の成長に資する提案を加えたレポート

強みの活かし方に対する
企業の可能性

必要・実現可能な
戦略・活動

金融機関による支援

大企業
連携

社内
体制
整備

産学
提携

連携

候補の探
索

専門家探
索

人材の
育成・
採用

マッチング
専門家派

遣

副業・

兼業人材活
用
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• 知財金融促進事業では、金融機関にご作成いただいた「知財ビジネス評価書（基礎項目編）」を元に、
「知財ビジネス評価書」「知財ビジネス提案書」を提供することで、金融機関が知財の観点から中小
企業の課題に即した効果的な経営支援を行うこと（=知財金融）をサポートいたします。

知財金融促進事業の流れ（全体像）

金融機関の企業理解・支援の状態 知財金融促進事業での実施内容

課題に即した
効果的な

支援を実施！

産学提携の支援

ビジネスマッチング

コンサル支援

人材採用支援

専門家を紹介

資金需要への対応

効果的な
支援方法が
わかる！

●●技術を持つ
メーカーや大学
との共同開発が

効果的！

★★工法の
ブランドイメージを確立

して営業を
かけるべし！

「知財ビジネス提案書」の作成
～企業の強みを生かした経営支援策の提案～

専門家が、金融機関と共に、強みを活かすために、企業として
必要であり実現可能な戦略・活動（例：人材確保 ・ 産学連携の
実施）を検討いたします。

「知財ビジネス評価書」の作成
～高度な知財分析による企業の外部環境を含む戦略の検討～

専門家が、知財ビジネス評価書（基礎項目編）を土台に具体的
な企業の経営課題や金融機関の支援目的に応じて適切な知財
分析を実施し、 「目的」の達成に必要な「自社の強みの活かし
方」を金融機関と共に検討いたします。

どう支援
すれば
よいのか
わからない

新事業を
始めたいらしいが、

どんな分野が
よいのか？

販路が課題だが、
何から手を付ければ

よいのか？？

「知財ビジネス評価書（基礎項目編）」の作成
～知財に着目した対話による「きっかけ」の発見～

本事業への応募の前に、金融機関ご自身にて「知財ビジネス評
価書（基礎項目編）」を作成いただきます。

（知財ビジネス評価書（基礎項目編）の作成は応募の要件となっておりま
す）

強みや
課題が

わからない

新規取引先と
取引を開始したいが
競争力が不透明

企業の理解を深めて
もっと効果的な

支援を提案したい

新規融資取引先の
場合

融資先への
経営支援検討の場合 金

融
機
関
が
実
施

専
門
家
が
主
導
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専
門
家
が
主
導



知財ビジネス評価書（基礎項目編）の「ひな形」を構成するシートの例

• 知財ビジネス評価書のうち基礎項目を分析する「知財ビジネス評価書(基礎項目編)」の「ひな形」が
公開されており、複数の分析シートで構成されています。

• 「作成の手引き」を参照しつつヒアリング等を通してこのシートを埋めていくことで、企業の強み
（内部環境）を中心に必要十分な分析を行えます。

「知財ビジネス評価書(基礎項目編) 」の「ひな形」のご紹介

企業概要を
整理するシート

企業のいいところを
明確化するシート

新事業のアイディアを
みつけるシート

ひな形・作成の手引きはこちらから入手できます
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/kinyu-katsuyo.html
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• 中小企業の場合、専門家が分析を得意とする「いま目に見える権利」の保有数が少ない場合が多いた
め、企業の「強み」を見つけ、それを伸ばすためには、専門家の分析に企業の来歴や実情を良く知る
金融機関の視点を加えることが不可欠です。

金融機関が知財金融に取り組む必要性

Q. なぜ知財を活用した取引先支援に金融機関の視点が必要なのですか。
専門家による分析結果を活用するだけでは不十分ですか。

A.
地域金融機関の主な支援対象である中小企業においては、企業が保有する特許権や商標権（「いま目に見え
る権利」）は、多くの企業で６件に満たず、そこまで多いものではありません。

一方で、専門家による分析は、主として保有する知的財産権を起点としつつ競合企業や市場環境、技術動向
について専門的知見をもとに実施をしますが、これらは概して保有する権利数が多くなる大企業において効果
を発揮します。

このように、保有する権利の数が少なく、概して知財戦略の整備が不十分な中小企業の「強み」を見つけて
伸ばすためには、「いま目に見える権利」の分析だけを専門家に任せるだけでは足りず、社長の想いや
製造・開発現場の環境、これまでの事業取り組みなどといった、
「目に見えない資産」の発見者である金融機関の視点が不可欠です。



• 例えば以下のような課題を抱える企業を顧客とする金融機関はぜひとも応募をご検討下さい。また、金融機
関からの応募だけではなく企業自身による応募も受け付けております。

知財金融促進事業に応募いただきたい方

中小企業の課題例 専門家の支援実績 金融機関の提案例

伸び悩み type

> 何が強みなのかよくわからない

> 強みはあるが、伸び悩んでいる

 見えない経営資源に目を向け内部／外部環境を分析し自
社の強みや課題を明確化

 強みをふまえて事業拡大の方向性や想定される課題を提
示

 経営計画策定に係るコンサル支援やそれに向けた新規融
資

 示された課題に即したソリューション提供

 製品の強みを整理し、相性の良い顧客層やそこに売り込む
際の戦略を提示

 Eコマースでの販路開拓に向けたブランディング戦略の方
向性を提示

 地域の販売先の紹介

 戦略実行を担う専門家の派遣や、副業・兼業人材の紹介

 新市場で自社の強みを活かせるビジネスモデルを検討し、
不足する資源や活動を明確化

 候補市場のプレーヤーやニーズを分析し、自社の強みを活
かせる市場を検討

 プロ人材戦略拠点を活用し必要な人材のピンポイントな募
集を支援

 新市場に向けた知財活動の強化のための専門家マッチン
グ

 自社の強みと知財活動の整合性を分析し、競争力強化のた
めの活動の改善方針を提示

 製品や技術の特徴をベンチマーク企業と対比し、長所／短
所を明確化

 知財活動改善のための専門家マッチング

 長所の強化／短所の改善のための各種ソリューションの提
供

 ビジネスモデルや強み、それを支える技術やブランド等を整
理し、不足する資源や活動を明確化

 事業承継を知財面でサポートする専門家のマッチング

 示された強みや課題を踏まえた事業承継の計画書作成支
援

顧客拡大 type

> 顧客の幅を拡大したい

> Eコマースを活用して顧客を拡大したい

市場開拓 type

> 新市場への進出戦略を検討したい

> 自社の強みを活かせる市場を知りたい

競争力強化 type

> 既存事業の競争力を強化したい

> 自社の市場でのポジションを確認したい

承継問題 type

> 見えない経営資源を整理して
事業承継後の戦略を描きたい
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２．公募の概要
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• ご応募から「知財ビジネス評価書」「知財ビジネス提案書」の納品まで、以下の流れで実施します。

ご支援の流れ（1/2）

実施主体内容・流れ

3

審査・採択  事務局にて、審査を行い、採択／不採択を決定いたします

2

応募  応募申込書・知財ビジネス評価書（基礎項目編）を作成
いただき、本事業への応募をお願いいたします

1

知財ビジネス評価書
の作成

事務局

金融機関／企業
準
備

ビ
ジ
ネ
ス
と
強
み
の
分
析

4

専門家のマッチング
 応募申込書に記載された企業の経営課題や金融機関の支

援目的、知財ビジネス評価書（基礎項目編）の内容に応
じて、事務局が専門家を選定します

事務局
（金融機関・企業）

7

結果のご説明
 作成した知財ビジネス評価書の内容について、専門家が

金融機関と対象企業に対して説明を行います
 その後必要があれば、評価書の修正を行います

8

知財ビジネス評価書
のご納品

 最終化された知財ビジネス評価書を、金融機関に納品い
たします

専門家
（金融機関・企業）

事務局

1.5か月
程度

1週間
程度

4週間
程度

知財ビジネス評価書
(基礎項目編)作成

 専門家の支援を高度化するために、金融機関にて「作成の
手引き」を活用しつつ、知財ビジネス評価書（基礎項目
編）を作成ください

 応募書類請求後に基礎項目編作成のサポートをご希望を表
明された金融機関には、INPIT 知財総合支援窓口を紹介い
たします

金融機関

5

 専門家が中心となり、中小企業のビジネスと強みに関し
て「知財ビジネス評価書」を取りまとめます

専門家
金融機関

1か月
以内
程度

応募書類請求  まずはWebページより応募書類請求をお願い致します金融機関／企業

9
10

企業の分析
 知財ビジネス評価書（基礎項目編）をベースにし、専門

家が金融機関とともに対象企業に対してヒアリングを行
い、企業のビジネスと強みの分析を行います

専門家
金融機関
対象企業
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• ご応募から「知財ビジネス評価書」「知財ビジネス提案書」の納品まで、以下の流れで実施します。

ご支援の流れ（2/2）

戦略の検討  専門家・金融機関・企業の三者で議論を行い「強みを活
かす」戦略の検討を行っていただきます

知財ビジネス提案書
（案）の作成

 議論をふまえ専門家・金融機関にて連携して「知財ビジ
ネス提案書（案）」を取りまとめいただきます。

 少なくとも「金融機関による支援の提案」のページにつ
いては金融機関にてご作成いただきます。

専門家
金融機関
対象企業

戦
略
の
検
討

金融機関
専門家

戦略の再検討
 専門家・金融機関から企業に知財ビジネス提案書（案）

の内容を説明のうえ、企業の意見を伺いつつ提案内容を
改めてご検討いただきます。

知財ビジネス提案書
の最終化

 再度の議論をふまえ専門家・金融機関で連携して「知財
ビジネス提案書」を最終化していただきます。

専門家
金融機関
対象企業

金融機関
専門家

12

13

3週間
程度

11

実施主体内容・流れ

11

知財ビジネス提案書
のご納品

 最終化された知財ビジネス提案書を、金融機関に納品い
たします事務局14
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よくあるご質問と回答①

Q A

どのような金融機関や企業からの申し込み
を想定しているか？

特に以下のような方からのお申し込みを歓迎します。
• 取引先企業（自社）のやりたいこと（事業の計画・将来構想）や強み

に関する理解を深めたい方
• 取引先企業（自社）の経営力強化に向けて、新たなアプローチで、販

路拡大・新事業開発・事業承継などに挑戦したい方
• 取引先企業（自社）が保有している知的財産（技術など）の競争力を

深く理解したい方
対象企業の選定においては、下記サイトに掲載の『知財金融スタートガイ
ド』をご参考ください。
＜特許庁｜中小企業の強み・こだわりをもっと知り、成長にむけた提案を
しましょう！＞
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/kinyu-katsuyo.html

採択率はどの程度か？ 事務局による審査は、主に事業趣旨との適合度を判断するために実施して
おり、例年、高い採択率となっています。

中小企業が自ら申し込む場合の注意事項は
あるか？

応募申込書については基本的に企業に記載いただきますが、金融機関に記
入いただく項目が一部ございます。また、申し込みの際、金融機関にて作
成いただいた知財ビジネス評価書（基礎項目編）の提出をお願いしており
ます。なお、応募に際し、金融機関からの同意を確実に取得されますよう
お願いいたします。

対象企業が知的財産権（特許権、実用新案
権、意匠権、商標権）のいずれも保有して
いないが、応募できるか（現在、出願中で
権利取得できていない場合も含む）？

ご応募いただけます。
ただし、応募時に、対象とする企業の「強み」について、申込用紙で記載
をお願いしております。
※営業秘密に係る詳細な内容まで記載いただく必要はありません。

複数件の応募はできるか？
（金融機関からのご質問）

全体で採択できる件数に上限があるため、全てを採択できるとは限りませ
ん。申込内容を審査させていただいた結果、今年度事業の趣旨に合致して
いると判断される場合には同時に複数の案件が採択される場合もあります。

保有している権利の権利者が企業ではなく
社長になっているが問題ないか？ 問題ありません。 12

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/kinyu-katsuyo.html
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よくあるご質問と回答②
Q A

知財専門家はどのように選ばれるか？ 応募の際に記入いただいた、対象とする企業の経営課題や金融機関の支
援目的などに応じて、事務局においてマッチングを行います。

応募書類の作成時や採択後に金融機関や企業に
どの程度の作業が発生するか?

応募書類の作成時
• 応募書類の作成では、金融機関、企業いずれからの申し込みの場合で
あっても、両者でご相談の上作成いただきます。

• 金融機関にて企業にヒアリング等を行い、知財ビジネス評価書（基礎
項目編）を作成いただきます。

採択後
• 専門家による支援の開始から「知財ビジネス評価書」の完成までに、
金融機関・企業の両者にご参加いただく打ち合わせが、少なくとも2
回発生します（p.10「ご支援の流れ」図 6番「企業の分析」、

8番「結果のご説明」で少なくとも1回ずつ）。
※打合せの時間は案件の内容や専門家により異なりますが、平均2時
間程度です。

• 「知財ビジネス評価書」の完成後、「知財ビジネス提案書」の作成ま
でに、専門家・金融機関・企業の３者による議論の場が少なくとも2
回発生します（p.11「ご支援の流れ」図 10番「戦略の検討」、12番
「戦略の再検討」で少なくとも1回ずつ）。

• 知財ビジネス提案書の作成は専門家・金融機関で協力して実施頂きま
すが、少なくとも「金融機関による支援の提案」のページは金融機関
にて作成いただきます。

どのような専門家が支援を担うのか？
中小企業の課題等を知的財産の視点から抽出し、事業を強化していくた
めの提案等に明るい専門家（弁理士、中小企業診断士等で、中小企業支
援経験が豊富な者）が支援を担います。
専門家は、対象企業の属性等に応じて、事務局が個別に選定致します。

過去の特許庁事業で知財ビジネス評価書を作成
した企業であっても、今回の申し込みの対象と
なるか。

企業を取り巻く状況に変化があり、企業の経営課題・金融機関の支援目
的が変更となるなど知財ビジネス評価書・提案書を作成する目的が前回
作成時と異なる場合は対象となります。個別にご相談ください。



お問合せ先
令和5年度 知財金融促進事業 事務局 担当：金山、西村、石尾
E-mail: jp_cons_sme_ip_finance_promotion@pwc.com

（委託先）PwCコンサルティング合同会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー

Thank you
応募に際し、ご質問や個別に相談をされたい場合は、
ご遠慮なく以下の連絡先までご連絡ください。
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